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令和 6年 8月号                  発行 青山 1丁目自治会 

お知らせとお願い 

・ブロック集会記録・・・ブロック集会で出ましたご意見の一部を紹介させていただきます。 

 ☆以前自治会費は月 400円、年間 4800円だった。途中で値下げしたが、物価の高騰で自治 

会費が逼迫しているようなので、月 400円に戻してもいいのではないか。 

 ☆第 7公園での喫煙、吸い殻のポイ捨てが気になる。木々が伸び過ぎているので、剪定したい。 

 ☆一部のマナーの悪い学生のせいでなんでも「学生は」というのはかわいそう。『大学生の若い 

人たちが行き交う青山 1丁目』地域住民は温かく見守っているという心を大学に伝えたい。 

 ☆高齢化に伴い、餅つき大会でのつき手が不足。また学生ボランティアを復活してはどうか。 

 ☆1ブロック内の抜け道通行の車が多い。しかも結構スピードを出していて危険である。 

 ☆学生のバイクのマナーが悪い。一時停止、スピードの出しすぎ、2列 3列になっての走行等。 

 ☆臨時に一時駐車できるスペースが欲しい。路上に一時駐車できず、困ることが多い。 

 ☆一時的な路上駐車については、お互い様の気持ちで、近隣の皆さんと穏やかに暮らしたい。 

 ☆イノシシの出没を減らすために、1丁目周辺の果樹を切って、撤去してほしい。 

 ☆青１倶楽部の会計報告をしてほしい。 

 ☆循環バス（51番、52番）の啓発をしてほしい。 

 ☆2年目に担当する役員数を減らせないか？あるいは会議への出席を減らせないか？ 

 ☆ゴミステーションの清掃当番の改善。ブロックをまたいでいる所があり複雑である。 

 ☆道路の一時停止線が消えかけている。 

  

・路上の駐車について・・・時々1丁目内の道路に駐車されている車があります。このことについ 

て三木警察署の交通課に伺ったところ、気になることに関しては警察に遠慮なく電話をしてくだ 

さいとのことでした。様子によっては違反として取り締まりをするとのことです。また。関西国 

際大学の学生課とも話し合いをしました。違法駐車に関しては、基本的に大学ではなく警察に連 

絡をしてくださいとのことでした。 

 

・「はばたきの丘」三木市所有地内の伐採作業・・・1ブロック、2ブロック、3ブロック北側の 

緑地や山は三木市の所有地です。駐車や植栽はできません。ここ数年枯れた松の木が倒れてくる 

ことが続いています。時には防犯灯の電線にもたれかかるということも生じています。そこで、 

三木市はこの度、木々の伐採の計画をしています。それに際して、道路近くの緑地に植えられて 

いるものも（アジサイや桜など）一緒に伐採される可能性がありますので、お知らせいたします。 

何か不都合がありましたらたら、ブロック長までお知らせください。 

       

 


